
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 緑の基本計画（１） 

● 計画の目的 

平成６年６月の都市緑地保全法の一部改正により、住民に最も身近な地方自治体である市

町村が策定主体となり、地域の実情にも十分配慮し、自主性をもって総合的な緑に関するマ

スタープランとなる「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画（緑の基本計画）」を新

たに作成することが創出された。 

本計画では、各市町村において緑地の保全と緑化の推進を総合的に実施し、生活の豊かさ

を実感できる緑にあふれた都市の形成に向けて、創意工夫を活かしつつ、緑の基本計画の策

定を積極的に推進することを目的とする。 

計画・実施

● 緑のマスタープラン及び都市緑化推進計画との関係 

緑の基本計画は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する施策を総合的、計画

的に講じることを目的とする計画であり、これまでの緑のマスタープランと都市緑化推進

計画の両者を総合化した内容と捉えることができる。 

：法律事項  

都 
道 

府 

県 

（旧）  （新）  
 
・都道府県都市緑化推進計画 
 
・都道府県広域緑地計画（都道府県全域） 
（一の都市計画区域を越える広域的な緑地の配置等）

緑のマスタープラン（都市計画区域ごと）

 
基本的事項 

（一の市町村区域を越える広域的な緑地の配置）

 
・都道府県広域緑地計画 
（一の市町村の区域を越える広域的な

緑地の配置等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要事項について都市計画区域

ごとにとりまとめる 

 

市
町
村

 
 
・ 都市推進計画 緑の基本計画（市町村内） 

整備、開発又は保全の方針 整備、開発又は保全の方針

位置づける



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 緑の基本計画（２） 
● 構 成（案） 

１．計画書の構成 
 １）緑地の保全及び緑化の目標 
 ２）緑地の配置の方針 
 ３）緑地の保全及び緑化推進のための施策 
 ４）緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項 
 ５）緑化の推進を重点的に図るべき地区における緑化の推進に関する事項 
 

２．計画図面の構成 
 １）緑地等の配置図 
 ２）実現のための施策の方針図 
 ３）４ha 以上の都市公園等配置計画図 
 ４）新旧対象図 （参考図） 
 ５）緑の将来像図（参考図） 

計画・実施

● 緑の基本計画作成フロー  従前の基本計画または
緑のマスタープラン、都市緑化推進計画等  

（調査・解析・評価編）

既存調査結果 
（都市計画基礎調査等）

上位・関連計画 
緑をめぐる社会動向 

 

（ 計 画 編 ）

６．緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項 
７．緑化推進重点地区における緑化の推進に関する事項

１．現況調査
  ・自然条件調査  
  ・社会条件調査  
  ・緑地現況、緑化調査  

・その他の調査

２．解析・評価と課題の整理
  ・４つの視点からの評価・解析  
  ・総合的な解析・評価  
  ・課題の整理  

・従前の計画の評価

３．緑地保全及び緑化の目標
  ・都市の概況  
  ・基本理念  
  ・緑の将来像  
  ・基本方針  
 ・施策の体系

５．緑地保全及び緑化の推進のための施策  
  ・施設緑地の整備目標、配置方針  
  ・地域性緑地の指定目標、指定方針  
  ・都市緑化の目標及び推進方針  

・緑化推進重点地区

・都道府県への通知
・住民等への公表

計画のフレーム 
（整備、開発又は保全の 
方針等） 

国の目標値 
都道府県の目標値 
・計画対象区域 
・都市計画区域内の 
人口の見通し 

・市街化区域の規模 
市町村マスタープラン 

４．緑地の配置方針
  ・４系統別緑地の配置計画  

・総合的緑地の配置計画


